
　
九
月
一
日
は
﹁
防
災
の
日
﹂
で
す
。

　
伊
勢
湾
台
風
を
契
機
と
し
て
、
昭
和
三
十

五
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
日

は
関
東
大
震
災
が
発
生
し
た
日
で
も
あ
り
、

過
去
の
大
災
害
の
教
訓
を
忘
れ
な
い
よ
う
に

と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
地
震
や
台
風
な
ど
の
災
害
は
、
甚
大
な
被

害
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

日
頃
か
ら
対
策
を
講
じ
る
こ
と
で
被
害
を
最

小
限
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
今
月
号
で
は
、
災
害
時
に
命
を
守
る
た

め
の
避
難
行
動
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　
9

月
か
ら
11
月
は
台
風
が
上
陸
し
や
す
い

時
期
で
す
Ί
大
雨
時
な
ど
は

屋
外
へ
の

避
難

は
か
え
ℕ
て
危
険
で
Ὶ
自
宅
内
に

留
ま
る
方
が
安
全
な
場
合
も
あ
り
ま
す
Ί

自
宅
に
残
る
べ
き
か
Ὶ
避
難
す
べ
き
か
を
早

め
に
判
断
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
Ί

○
避
難
行
動
の
種
類

　
避
難
所
に
移
動
す
る
こ
と
の
み
で
は
な
く
Ὶ

次
の
行
動
も
避
難
行
動
例
で
す
Ί

ϱ
安
全
な
場
所
へ
の
移
動
 
自
宅
な
ど
か
ら

　
親
戚
や
友
人
の
家
な
ど
へ
の
移
動
 

ϲ
近
隣
の
高
い
建
物
な
ど
へ
の
移
動

ϳ
建
物
内
の
安
全
な
場
所
へ
の
待
避

　
的
確
な
判
断
を
す
る
た
め
に
は
Ὶ
正
確
な

情
報
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
Ί
町
で
は
Ὶ

台
風
な
ど
大
雨
時
な
ど
の
災
害
時
に
さ
ま
ざ

ま
な
手
段
で
Ὶ
災
害
に
役
立
つ
情
報
を
皆
さ

ん
に
発
信
し
て
い
ま
す
Ί

ϱ
防
災
行
政
無
線

　
町
内
の
十
八
箇
所
に
ス
ピ
ῴ
カ
ῴ
を
設
置

　
し
Ὶ
避
難
勧
告
等
の
情
報
を
放
送
し
ま

　
す
Ί

ϲ
ケ
ῴ
ブ
ル
テ
レ
ビ
緊
急
放
送

　
ケ
ῴ
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
と
よ
や
ま
チ
夋
ン
ネ

　
ル
 
十
一
チ
夋
ン
ネ
ル
 
で
警
報
の
発
令

　
状
況
や
避
難
所
の
開
設
状
況
な
ど
を
お
知

　
ら
せ
し
ま
す
Ί

ϳ
豊
山
町
防
災
メ
ῴ
ル

　
避
難
所
開
設
や
地
震
に
関
す
る
情
報
な
ど

　
を
配
信
し
ま
す
Ί

 
登
録
料
は
無
料
Ί
た
だ
し
Ὶ
メ
ῴ
ル
の
　

　
通
信
料
は
利
用
者
負
担
Ί 

　
登
録
は
Ｑ
Ｒ
コ
ῴ

　
ド
を
読
み
取
り
Ὶ

　
空
メ
ῴ
ル
を
送
信

　
し
て
く
だ
さ
い
Ί

　
町
か
ら
直
接
発
信

さ
れ
る
こ
れ
ら
の
情
報
を
取
得
す
る
だ
け
で

な
く
Ὶ
一
般
の
テ
レ
ビ
Ὶ
ラ
ジ
オ
や
次
の

緊

急
速
報
エ
リ
ア
メ
ῴ
ル
な
ど
を
活
用
し
て

情
報
を
取
得
し
て
く
だ
さ
い
Ί

○
緊
急
速
報
エ
リ
ア
メ
ー
ル

　
携
帯
電
話
の
事
業
者
 
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
Ὶ

ａ
ｕ
Ὶ
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
 
が
Ὶ
緊
急
地
震
速

報
や
災
害
・
避
難
情
報
な
ど
を
一
斉
に
電
子

メ
ῴ
ル
で
配
信
し
ま
す
Ί
詳
細
は
各
携
帯
電

話
会
社
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
Ί
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　　　�の知識
～9月1日は防災の日～

安
全
に
避
難
す
る
に
は

正
確
な
情
報
を

避難勧告等の種類と求められる行動
災害が発生する恐れがある場合に、危険性の
度合いに応じて「避難準備情報」「避難勧告」「避
難指示」を発令します。

避
難
準
備
情
報

避
難
勧
告

避
難
指
示

お年寄りや子ども、
病気の人など、特に
避難行動に時間を
要する方（要配慮者）
が避難行動を開始
しなければならな
い段階であり、人的
被害の発生する可
能性が高まった状
況。

要配慮者等は、計画
された避難所への避
難行動を開始してく
ださい。

・ ・

上記以外の方は、家
族との連絡、非常用
持出品の用意等の避
難準備を開始するよ
う努めてください。

・

通常の避難行動がで
きる方が避難行動を
開始しなければなら
ない段階であり、人
的被害の発生する可
能性が明らかに高ま
った状況。

前兆現象の発生や、現
在の切迫した状況か
ら、人的被害の発生す
る危険性がさらに高
いと判断された状況。
人的被害の発生する
危険性が非常に高い
と判断された状況。
人的被害の発生した
状況。

通常の避難行動がで
きる方は、計画され
た避難所などへ避難
を開始してください。

・・

・ 避難勧告等の発令後
で避難中の住民は、確
実な避難行動を直ち
に完了させてください。

・

・
まだ避難していない対
象住民は、直ちに避難行
動に移ってください。そ
の時間的余裕がない場
合は、生命を守る最低限
の行動をとってください。

・

・

避難行動が困難と判
断した場合は屋内で
安全確保の行動をと
ってください。

・

発令時の条件 求められる行動

9月号特集

災害の備えに

避難避難避難


